
総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

加
藤
　
智
章

経
済
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

吉
田
　
企
貴

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長　

成
田
　
康
弘

●�

議
第
1
2
2
号　
多
治
見
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　

改
正
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
本
市
以

外
に
住
所
を
有
す
る
住
登
外
者
を
一
律
に
管
理
し
や
す
く
な

り
、事
務
の
効
率
化
に
つ
な
が
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
1
2
3
号　
多
治
見
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
に
つ
い
て

　
職
員
の
大
量
退
職
に
備
え
た
前
倒
し
採
用
が
人
件
費
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
育
児
休
業
代
替
職
員
と
の

調
整
な
ど
に
よ
り
、
純
増
抑
制
に
努
め
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　
救
急
隊
員
を
3
人
増
や
す
こ
と
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、「
特
に
日
中
に
集
中
す
る
救
急
の
出
動
件
数
の
増
加

に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
1
3
5
号　
多
治
見
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
に
つ
い
て

　
「
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
係
る
制
度
改
正
の
周
知
が
行
き
届
か

な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
周
知
方
法
は
ど
の
よ
う
か
」
と

の
質
疑
が
あ
り
、「
消
防
本
部
の
公
式
S
N
S
、
広
報
紙
、
救

急
講
習
の
場
を
通
じ
て
周
知
し
て
い
く
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
123
号
多
治
見
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
135
号
多
治
見
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
に
つ
い
て

●�

議
第
1
3
2
号　
多
治
見
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
本
市
並
び
に
近
隣
他
市
に
お
け
る
過
去
の
申
請
許
可
件
数
に

つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、
本
市
に
お
い
て
は
過
去
に
申
請
は
1

件
も
な
く
、
東
濃
5
市
と
可
児
市
に
お
い
て
も
、
過
去
10
年
間

で
申
請
は
1
件
も
な
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
1
3
6
号　
多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
「
有
事
の
際
に
、
本
市
の
基
準
に
は
満
た
な
い
が
、
他
の
自

治
体
の
基
準
は
満
た
し
て
い
る
事
業
者
の
受
け
入
れ
は
ど
う

か
。
ま
た
、
有
事
の
際
に
、
市
民
か
ら
自
分
の
家
の
上
水
道
や

下
水
道
が
破
損
し
た
た
め
、
業
者
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
い
う

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
、
業
者
を
市
民
に
ど
の
よ
う
に
案

内
す
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
あ
く
ま
で
も
、
本
市
の

基
準
を
満
た
し
た
業
者
と
考
え
て
い
る
の
で
、
他
の
市
町
村
が

認
め
た
業
者
で
も
本
市
の
基
準
に
満
た
な
い
業
者
に
関
し
て

は
、
基
本
的
に
は
御
遠
慮
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。
市
民
へ
の

案
内
に
つ
い
て
は
、
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
自
治

体
で
も
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
声
を
か
け
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
方
々
を
リ
ス
ト
化
し
て
、
例
え
ば
、
避
難
所
に
掲
示
を

し
た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
り
す
る
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
周
知
を
し
た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
132
号
多
治
見
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
136
号
多
治
見
市
水
道
事
業
給
水
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

●�

議
第
1
2
0
号　
多
治
見
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
に
つ

い
て

　
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、
一
時
預
か
り
の
保
育
事
業

と
よ
く
似
て
い
る
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
の

質
疑
が
あ
り
、「
一
時
預
か
り
は
、
保
護
者
の
就
労
状
況
や
一

時
的
に
預
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
保
護
者
の
事
情
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、
保
護

者
の
状
況
に
よ
ら
ず
、
子
ど
も
の
視
点
に
立
っ
て
、
子
ど
も
が

取
り
こ
ぼ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
幅
広
く
全
国
一
律
で

実
施
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
多
治
見
市
の
職
員
と
し
て
保
育
士
が
足
り
な
く
て
厳

し
い
状
況
の
中
で
、
基
幹
園
で
あ
る
池
田
保
育
園
以
外
の
事
業

者
で
も
問
題
な
く
実
施
で
き
る
の
か
質
疑
が
あ
り
、「
多
治
見

市
が
小
規
模
保
育
事
業
者
と
し
て
新
た
に
認
可
す
る
事
業
者

は
、
現
在
公
募
に
よ
り
3
事
業
者
を
選
定
す
る
予
定
で
あ
り
、

い
ず
れ
も　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
実
施
を
確
約
し
て
い

る
事
業
者
な
の
で
、
受
皿
と
し
て
は
確
保
で
き
る
と
考
え
て
い

る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
120
号
多
治
見
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
を
制
定
す
る
に
つ
い
て

原
案
可
決

議
第
131
号
多
治
見
市
霊
園
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に

つ
い
て

常任委員会審査概要

常
任
委
員
会
審
査
概
要

議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

4
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

4たじみ議会だより　―市民の声を形に―



常任委員会審査概要

●�

議
題
1
3
7
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）（
所
管
部
分
）

　

歳
入
の
繰
越
金
が
補
正
後
に
な
お
8
億

5
0
0
0
万
円
余
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
、「
地
方
債
の
減
額
や
基
金
へ
の
積
立
て

に
活
用
す
る
よ
う
、
次
の
定
例
会
で
予
算
化
を

予
定
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

大
学
誘
致
関
連
費
に
つ
い
て
、
13
万
円
が
計
上

さ
れ
た
本
市
の
P
R
チ
ラ
シ
の
配
布
先
な
ど
の

質
疑
が
あ
り
、「
中
京
学
院
大
学
の
オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
で
、
本
市
の
魅
力
を
紹
介
す

る
た
め
配
布
す
る
。
作
成
部
数
は
5
0
0
0
部

を
予
定
し
て
い
る
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
生
活
安
全
推
進
事
業
費
に
つ
い
て
、
補
正
に

係
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、「
警
察
署
と
の
「
た
じ
っ
こ
見
守
り

協
定
」
に
基
づ
き
、
弁
天
町
2
丁
目
の
地
下
道

を
選
定
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
137
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
3
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
1
3
7
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）（
所
管
部
分
）

　

道
路
橋
り
ょ
う
維
持
費
に
つ
い
て
、「
地
域

か
ら
出
て
く
る
要
望
に
対
し
て
は
、
ど
の
程
度

対
応
し
て
い
る
の
か
。
本
来
、
当
初
予
算
で
も

う
少
し
予
算
確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思

う
が
、
い
か
が
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
今

年
度
市
内
の
区
全
体
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
の
件

数
は
2
6
1
件
、
そ
の
ほ
か
日
々
の
電
話
な
ど

で
年
間
1
0
0
0
件
を
超
え
る
。地
区
要
望
は
、

例
え
ば
費
用
の
問
題
や
地
域
と
の
調
整
で
中
長

期
か
か
る
案
件
も
あ
り
、 

2
6
0
件
程
度
出
て

く
る
う
ち
の
数
十
件
、
30
件
、
50
件
単
位
で
ど

う
し
て
も
対
応
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
残
っ

て
し
ま
う
案
件
を
少
し
で
も
減
ら
し
て
い
け
る

よ
う
に
補
正
予
算
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ

る
。
市
全
体
の
予
算
の
枠
の
中
で
、
人
件
費
の

高
騰
な
ど
で
増
額
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
当

初
予
算
は
前
年
度
ベ
ー
ス
で
計
上
し
、
補
正
予

算
で
修
繕
の
増
加
分
等
を
お
願
い
し
て
い
る
現

状
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
137
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
3
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
1
3
7
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）（
所
管
部
分
）

　

障
害
児
通
所
支
援
事
業
費
に
つ
い
て
、「
給

付
額
の
見
込
み
が
増
え
る
と
の
こ
と
だ
が
、
か

な
り
金
額
が
大
き
い
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

に
見
込
ん
で
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
児
童
発
達
支
援
事
業
や
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
相
談
支
援
事
業
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
伴
う
給
付
金
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
風

邪
や
体
調
不
良
に
よ
っ
て
休
ま
な
い
こ
と
に
よ

り
稼
働
率
が
上
が
っ
た
り
、
事
業
者
の
努
力
や

対
象
者
の
増
加
に
よ
っ
て
伸
び
た
り
す
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
今
年
度
末
ま
で
の
予
算
で
は
不

足
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
た
め
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
今
回
の
補
正
額
は
、
約
1
億
６
０

０
０
万
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
事
業
全
体
と
し

て
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
事
業
費
が
か
か
っ
て
い

る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
現
在
の
想
定

で
は
、
約
9
億
円
を
見
込
ん
で
い
る
。」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
137
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
3
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
1
3
7
号　
令
和
7
年
度
多
治
見
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）（
所
管
部
分
）

　
駅
北
庁
舎
の
改
修
設
計
業
務
を
3
か
年
と
し

た
こ
と
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
当
初
、
令

和
8
年
に
着
手
し
、
令
和
9
年
度
か
ら
本
格
的

に
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
開

庁
時
間
中
の
工
事
が
必
要
で
、
長
期
に
わ
た
り

業
務
上
支
障
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
先
延
ば
し

に
す
る
こ
と
で
影
響
を
最
小
限
に
で
き
る
の
が

1
番
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　
次
に
、
継
続
費
の
補
正
に
し
た
理
由
に
つ
い

て
質
疑
が
あ
り
、「
継
続
費
を
設
定
し
、
各
年

度
の
議
決
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
見
込
み
が
変

わ
れ
ば
、
補
正
予
算
と
し
て
、
各
年
度
毎
の
年

割
額
を
改
め
る
手
続
を
と
る
も
の
で
あ
る
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
137
号
令
和
7
年
度
多
治
見

市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
3
号
）（
所

管
部
分
）

原
案
可
決

第
１
分
科
会（
総
務
常
任
委
員
会
所
管
）

第
1
分
科
会
長　

加
藤
　
智
章

第
２
分
科
会（
経
済
建
設
常
任
委
員
会
所
管
）

第
2
分
科
会
長　

吉
田
　
企
貴

第
３
分
科
会（
厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
所
管
）

第
３
分
科
会
長　

成
田
　
康
弘

第
4
分
科
会（
本
庁
舎
建
設
に
関
す
る

特
別
委
員
会
所
管
　

）

第
4
分
科
会
長　

石
田
　
浩
司

予
算
常
任
委
員
会

委
員
長　

若
尾
　
敏
之

5 2026.2.1　No.226


